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① 訪問介護における通院等乗降介助の見直し

② 訪問入浴介護の報酬の見直し

③ 退院当日の訪問看護

④ 看護体制強化加算の見直し

⑤ 緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実

⑥ 通所介護における地域等との連携の強化

⑦ 退院・退所時のカンファレンスにおける福祉用具専門相談員等の参画促進

改定事項

２．（４）在宅サービスの機能と連携の強化
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○ 通院等乗降介助について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点から、目的地が複数ある
場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービ
ス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一
の事業所が行うことを条件に、算定可能とする。【通知改正】

この場合、通所系サービス・短期入所系サービス事業所は送迎を行わないことから、通所系サービスについて
は利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用し、短期入所系サービスについては、利用者に対
して送迎を行う場合の加算を算定できないこととする。

概要

通院等乗降介助 ※今回改定後の単位数
単位数

算定要件等

２．（４）① 訪問介護における通院等乗降介助の見直し

通所系・短期入所系事業所

Ａ病院等 Ｂ病院等
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病院等
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送迎
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②
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現行 見直しイメージ
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99単位／片道

【訪問介護、通所系サービス★、短期入所系サービス★】
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○ 退院当日の訪問看護について、利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、主治の医
師が必要と認める場合は算定を可能とする。【通知改正】

概要

○ 医療機関、介護老人保健施設、介護療養型医療施設又は介護医療院を退院・退所した日について、厚生労働大
臣が定める状態（利用者等告示第六号）にある利用者に加え、主治の医師が必要と認めた利用者に訪問看護費を
算定できることとする。
※短期入所療養介護サービス終了日（退所・退院日）も同様の取扱い。

算定要件等

２．（４）③ 退院当日の訪問看護

参考：厚生労働大臣が定める状態（利用者等告示第六号）
イ 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カ

テーテルを使用している状態
ロ 以下のいずれかを受けている状態にある者

在宅自己腹膜灌流指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理

ハ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
ニ 真皮を超える褥瘡の状態
ホ 点滴注射を週３日以上行う必要があると認められた状態（在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者）

【訪問看護★】
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○ 看護体制強化加算について、医療ニーズのある要介護者等の在宅療養を支える環境を整える観点や訪問看護の
機能強化を図る観点から見直しを行う。【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
（訪問看護の場合）

看護体制強化加算（Ⅰ）600単位／月 ⇒ 看護体制強化加算（Ⅰ） 550単位／月
看護体制強化加算（Ⅱ）300単位／月 看護体制強化加算（Ⅱ） 200単位／月

（介護予防訪問看護の場合）
看護体制強化加算 300単位／月 看護体制強化加算 100単位／月

単位数

○要件について、以下の見直しを行う（訪問看護、介護予防訪問看護共通）
・ 算定日が属する月の前６月間において、利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合

について、「100分の30以上」から「100分の20以上」に見直し
・ （介護予防）訪問看護の提供にあたる従業者の総数に占める看護職員の割合が６割以上であることとする

要件を設定（令和５年４月１日施行）
※ 令和5年3月末日時点で看護体制強化加算を算定している事業所であって、急な看護職員の退職等により看

護職員６割以上の要件を満たせなくなった場合においては、指定権者に定期的に採用計画を提出することで、
採用がなされるまでの間は同要件の適用を猶予する。

算定要件等

２．（４）④ 看護体制強化加算の見直し

【訪問看護★】
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○ 在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、短期入所療
養介護の緊急短期入所受入加算について、短期入所生活介護における同加算と同様に、「７日以
内」とされている受入日数の要件について、「７日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを
得ない事情がある場合には14日以内」とする。【告示改正】

概要

２．（４）⑤ 緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実②

【短期入所療養介護】

＜現行＞ ＜改定後＞
緊急短期入所受入加算 90単位／日 ⇒ 変更なし

単位数

○ 居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行っ
た場合は、利用を開始した日から起算して７日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等や
むを得ない事情がある場合は、14日）を限度として、１日につき90単位を所定単位数に加算する。

算定要件等 ※追加は下線部
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○ 退院・退所時のスムーズな福祉用具貸与の利用を図る観点から、居宅介護支援の退院・退所加算や施設系サー
ビスの退所時の支援に係る加算において求められる退院・退所時のカンファレンスについて、退院・退所後に福
祉用具の貸与が見込まれる場合には、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等
が参画することを明確化する。【通知改正】

概要

○ 変更なし。
※ 指定居宅介護支援における退院・退所加算

単位数

○ 居宅介護支援における退院・退所加算のカンファレンスの要件について、以下の内容を通知に記載する。
・ 退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを

提供する作業療法士等が参加するもの。

算定要件等

２．（４）⑦ 退院・退所時のカンファレンスにおける
福祉用具専門相談員等の参画促進

（Ⅰ）イ ４５０単位 （Ⅰ）ロ ６００単位 （Ⅱ）イ ６００単位 （Ⅱ）ロ ７５０単位 （Ⅲ） ９００単位

関係者からの利用者
に係る必要な情報提
供の回数

１回
（カンファレンス以外
の方法により実施）

１回
（カンファレンス

により実施）

２回以上
（カンファレンス以外
の方法により実施）

２回
（うち１回以上はカン
ファレンスを実施）

２回以上
（うち１回以上はカン
ファレンスを実施）

【居宅介護支援、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、
介護医療院】


